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平成２０年版 保育所保育指針（厚生労働省告示第 141 号） （抜粋） 

 

第６章 保護者に対する支援  

保育所における保護者への支援は、保育士等の業務であり、その専門性を生かした子育て支援の役割

は、特に重要なものである。保育所は、第１章(総則)に示されているように、その特性を生かし、保育

所に入所する子どもの保護者に対する支援及び地域の子育て家庭への支援について、職員間の連携を図

りながら、次の事項に留意して、積極的に取り組むことが求められる。  

 

１．保育所における保護者に対する支援の基本  

(１) 子どもの最善の利益を考慮し、子どもの福祉を重視すること。  

(２) 保護者とともに、子どもの成長の喜びを共有すること。  

(３) 保育に関する知識や技術などの保育士の専門性や、子どもの集団が常に存在する環境など、保

育所の特性を生かすこと。  

(４) 一人一人の保護者の状況を踏まえ、子どもと保護者の安定した関係に配慮して、保護者の養育

力の向上に資するよう、適切に支援すること。  

(５) 子育て等に関する相談や助言に当たっては、保護者の気持ちを受け止め、相互の信頼関係を基

本に、保護者一人一人の自己決定を尊重すること。  

(６) 子どもの利益に反しない限りにおいて、保護者や子どものプライバシーの保護、知り得た事柄

の秘密保持に留意すること。  

(７) 地域の子育て支援に関する資源を積極的に活用するとともに、子育て支援に関する地域の関係

機関、団体等との連携及び協力を図ること。  

 

２．保育所に入所している子どもの保護者に対する支援  

(１) 保育所に入所している子どもの保護者に対する支援は、子どもの保育との密接な関連の中で、

子どもの送迎時の対応、相談や助言、連絡や通信、会合や行事など様々な機会を活用して行うこ

と。  
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(２) 保護者に対し、保育所における子どもの様子や日々の保育の意図などを説明し、保護者との相

互理解を図るよう努めること。  

(３) 保育所において、保護者の仕事と子育ての両立等を支援するため、通常の保育に加えて、保育

時間の延長、休日、夜間の保育、病児・病後児に対する保育など多様な保育を実施する場合には、

保護者の状況に配慮するとともに、子どもの福祉が尊重されるよう努めること。  

(４) 子どもに障害や発達上の課題が見られる場合には、市町村や関係機関と連携及び協力を図りつ

つ、保護者に対する個別の支援を行うよう努めること。  

(５) 保護者に育児不安等が見られる場合には、保護者の希望に応じて、個別の支援を行うよう努め

ること。  

(６) 保護者に不適切な養育等が疑われる場合には、市町村や関係機関と連携し、要保護児童対策地

域協議会で検討するなど適切な対応を図ること。また、虐待が疑われる場合には、速やかに市町

村又は児童相談所に通告し、適切な対応を図ること。  

 

３． 地域における子育て支援  

(１) 保育所は、児童福祉法第 48 条の 3の規定に基づき、その行う保育に支障がない限りにおいて、

地域の実情や当該保育所の体制等を踏まえ、次に掲げるような地域の保護者等に対する子育て支

援を積極的に行うよう努めること。  

ア 地域の子育ての拠点としての機能  

(ア) 子育て家庭への保育所機能の開放(施設及び設備の開放、体験保育等)  

(イ) 子育て等に関する相談や援助の実施  

(ウ) 子育て家庭の交流の場の提供及び交流の促進  

(エ) 地域の子育て支援に関する情報の提供  

イ 一時保育  

(２) 市町村の支援を得て、地域の関係機関、団体等との積極的な連携及び協力を図るとともに、子

育て支援に関わる地域の人材の積極的な活用を図るよう努めること。  

(３) 地域の要保護児童への対応など、地域の子どもをめぐる諸課題に対し、要保護児童対策地域協

議会など関係機関等と連携、協力して取り組むよう努めること。  
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第７章 職員の資質向上  

第１章（総則）から前章（保護者に対する支援）までに示された事項を踏 まえ、保育所は、質の高い

保育を展開するため、絶えず、一人一人の職員についての資質向上及び職員全体の専門性の向上を図る

よう努めなければならない。  

 

１ ．職員の資質向上に関する基本的事項  

（１）保育所職員に求められる専門性と人間性  

職員の資質向上に関しては、次の事項に留意して取り組むよう努めなければならない。  

（１）子どもの最善の利益を考慮し、人権に配慮した保育を行うためには、職員一人一人の倫理

観、人間性並びに保育所職員としての職務及び責任の理解と自覚が基盤となること。  

（２）保育所全体の保育の質の向上を図るため、職員一人一人が、保育実践や研修などを通じて

保育の専門性などを高めるとともに、保育実践や保育の内容に関する職員の共通理解を図り、

協働性を高めていくこと。  

（３）職員同士の信頼関係とともに、職員と子ども及び職員と保護者との信頼関係を形成してい

く中で、常に自己研鑽に努め、喜びや意欲を持って保育に当たること。  

 

２ ．施設長の責務  

施設長は、保育の質及び職員の資質の向上のため、次の事項に留意するとともに、必要な環境

の確保に努めなければならない。  

（１）施設長は、保育所の役割や社会的責任を遂行するために、法令等を遵守し、保育所を取り

巻く社会情勢などを踏まえ、その専門性等の向上に努めること。  

（２）第４章（保育の計画及び評価）の２の（１）（保育士等の自己評価）及び（２）（保育所

の自己評価）等を踏まえ、職員が保育所の課題について共通理解を深め、協力して改善に努

めることができる体制を作ること。  

（３）職員及び保育所の課題を踏まえた保育所内外の研修を体系的、計画的に実施するとともに、

職員の自己研鑽に対する援助や助言に努めること。  
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３ ．職員の研修等  

（１）専門性を高める研修  

（１） 職員は、子どもの保育及び保護者に対する保育に関する指導が適切に行われるように、自

己評価に基づく課題等を踏まえ、保育所内外の研修等を通じて、必要な知識及び技術の修

得、維持及び向上に努めなければならない。  

（２）職員一人一人が課題を持って主体的に学ぶとともに、他の職員や地域の関係機関など、様々

な人や場との関わりの中で共に学び合う環境を醸成していくことにより、保育所の活性化を

図っていくことが求められる。  

 


